
質
問
一

高
齢
者
の
自
治
会
未
加
入
の

状
況
に
つ
い
て
。

二

老
老
介
護
の
家
庭
へ
の
支
援
に
つ

い
て
。

三

地
域
住
民
と
商
店
街
の
連
携
に
つ

い
て
。

答
弁
一
（
市
長
）

平
成
２４
年
４
月
１

日
現
在
の
市
全
体
の
自
治
会
加
入
世
帯

数
は
１
万
８
９
１
３
世
帯
、
加
入
率
は

約
６６
㌫
で
、
約
３４
㌫
の
世
帯
が
未
加
入

で
あ
る
。
自
治
会
ご
と
の
年
齢
別
人
口

を
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
具
体
的
な

数
字
は
示
せ
な
い
。

二

市
内
２
か
所
の
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
で
、
老
老
介
護
へ
の
支
援
も
含

め
た
日
常
生
活
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
や
給
食
サ
ー
ビ
ス
、
生
活
支
援
員
に

よ
る
見
守
り
訪
問
な
ど
、
高
齢
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
な
げ
て
い
る
。

三

富
士
見
地
区
で
は
、
地
域
住
民
が

有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
身
近
な
手

助
け
を
行
う
「
わ
か
ば
助
け
合
い
隊
」

が
活
動
し
て
お
り
、
活
動
の
お
礼
は
、

地
域
商
店
街
と
連
携
し
、
身
近
な
店
舗

で
利
用
で
き
る
「
あ
り
が
と
う
券
」
で

支
払
っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
齢
者
見
守

り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
力
機
関
と
し
て
、

４４
の
店
舗
の
協
力
に
よ
る
高
齢
者
の
見

守
り
、
声
が
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

公
的
な
支
援
体
制

の
課
題
に
つ
い
て

質
問
一

制
定
の
背
景
と
意
義
は
。

二

施
行
を
受
け
て
の
条
例
改
正
や
権

限
移
譲
に
つ
い
て
。

三

第
１
次
及
び
第
２
次
一
括
法
に
よ

る
本
市
の
制
定
条
例
数
と
取
り
組
み
は
。

四

第
３
次
一
括
法
の
内
容
と
影
響
は
。

五

国
の
条
例
制
定
基
準
と
は
異
な
る

独
自
基
準
へ
の
取
り
組
み
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

国
と
地
方
の
役
割

分
担
の
明
確
化
の
必
要
性
、
地
域
の
歴

史
、
文
化
等
の
活
用
に
よ
る
地
域
の
活

性
化
、
住
民
自
治
の
確
立
に
向
け
た
機

運
の
高
ま
り
と
い
う
背
景
か
ら
国
と
地

方
公
共
団
体
が
対
等
の
関
係
に
転
換
し

て
い
く
と
い
う
意
義
が
あ
る
。

二

第
１
次
一
括
法
で
は
、
４１
の
法
律

に
係
る
義
務
付
け
、
枠
付
け
が
見
直
さ

れ
、
市
営
住
宅
条
例
を
改
正
し
た
。
ま

た
第
２
次
一
括
法
で
は
、
１
６
０
の
法

律
に
係
る
義
務
付
け
、
枠
付
け
が
見
直

さ
れ
、
公
民
館
設
置
条
例
と
図
書
館
条

例
を
改
正
し
た
。
２４
年
度
に
２４
事
務
、

２５
年
度
に
５
事
務
が
法
令
に
よ
り
移
譲

さ
れ
る
。

三

道
路
構
造
、
公
園
施
設
、
市
営
住

宅
の
入
居
基
準
な
ど
今
年
度
中
に
１１
項

目
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
る
。

四

６９
の
法
律
の
義
務
付
け
、
枠
付
け

の
見
直
し
が
あ
り
、
国
会
で
可
決
後
に

は
新
た
な
条
例
の
制
定
が
必
要
で
あ
る
。

五

市
民
を
交
え
て
の
慎
重
な
議
論
が

必
要
な
の
で
、
他
自
治
体
を
参
考
に
し

な
が
ら
、
検
討
し
て
い
く
。

高
齢
者
の
孤
立
に
つ
い
て

支
援
体
制
づ
く
り
に
努
め
る

松
尾

孝
彦

議
員

五伝木隆幸 議員

地域主権改革一括法への対応

地域発展につなげることが重要

地域の高齢者がふれあう
「笑うひまわりサロン」

つるがしま市議会だより第１６０号 〔１０〕


